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道路交通法第 条75 の２第２項の規定による車両の使用制限に係る事務処理要領の制定について

（ 通達）

平成 年18 ６月１日

広交規第 号警察本部長620  

改正 平成 年 19 ３月広警務第 号637    
各部長・ 参事官

各所属長

道路交通法第 条75 の２第２項の規定による車両の使用制限に係る事務処理に関する規程（ 平成 年18
広島県公安委員会規程第 号11 ） の制定に伴い，当該事務処理要領について次のと おり 定め，平成 年18
６月１日から施行するこ と と したので，部下職員に周知徹底し，事務処理上誤り のないよう にされた

い。

別添

道路交通法第 条75 の２第２項の規定による車両の使用制限に係る事務処理要領

１ 趣旨

この要領は，道路交通法第 条75 の２第２項の規定による車両の使用制限に係る事務処理に関する

規程（ 平成 年広島県公安委員会規程第 号18 11 。以下「 規程」 と いう 。 ） の施行に関し必要な事項を

定めるものと する。

２ 用語の意義

この通達において使用する用語は，規程において使用する用語の例による。

３ 放置駐車違反管理システムによる使用制限基準該当通報の受理

道路交通法（ 昭和 年法律第 号35 105 。以下「 法」 と いう 。 ） 第 条75 の２第２項の規定による車両の

使用制限命令の基準に該当する車両（ 以下「 基準該当車両」 と いう 。 ） については，放置駐車違反

管理システムにより ， 警察庁から当該車両の使用の本拠の位置を管轄する都道府県警察に通報がさ

れる。 また， 当該通報後，放置違反金納付命令が取り 消されたこ と により 基準に該当しないこ と と

なっ た場合にも通報される。

４ 使用制限基準該当性の確認

交通部交通指導課長（ 以下「 交通指導課長」 と いう 。 ） は， 基準該当車両について警察庁からの

通報を受理した場合は，次の事項を確認するものと する。

１( )  当該車両に係る放置違反金納付命令書及び車両の使用制限書（ 規程別記様式第３号。以下「 使
用制限書」 と いう 。 ） の写しを取り 寄せての当該通報内容の誤り の有無

２( )  自動車登録フ ァ イル等による当該基準該当車両の使用者，使用の本拠の位置等についての変
更の有無

５ 車両使用制限命令事案報告書の作成

１( )  使用制限命令の基準を満たす場合
基準該当車両について法第 条75 の２第２項の規定による車両の使用制限命令の基準を満たして

おり ， かつ， 広島県内に当該車両の使用の本拠があるこ と が前４ により 認められる場合は，交通

部交通指導課において，使用制限命令の手続を進めるこ と と する。 こ の場合において， 交通指導

課長は，車両使用制限命令事案報告書（ 別記様式） を作成し，事案の処理の経緯を明らかにして

おく ものと する。

２( )  使用制限命令の基準を満たさない等の場合
法第 条75 の２第２項の規定による車両の使用制限命令の基準を満たさないと 認める場合又は当

該基準該当車両が滅失し， 若し く は使用者が変更されている等により 使用制限命令を行う こ と が

できない場合は，使用制限命令に係る手続を打ち切るこ と と する。 また，使用制限命令の基準は

満たすと 認められるが，既に当該基準該当車両の使用の本拠が他の都道府県に移転していると 認

められる場合においては， 当該都道府県公安委員会に事案を移送するものと する。

６ 聴聞手続

１( )  総説
聴聞は，法第 条75 の２第３項において準用する第 条第75 ５項から第８項まで，行政手続法（ 平

成５年法律第 号88 ） ， 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則（ 平成６年国家公安委員会規則第
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号26 ） 及び規程の定めると こ ろによるほか， 次のと おり と する。

２( )  聴聞の主宰者
駐車関係担当の交通部聴聞官が聴聞を主宰できない事情がある場合に指名する警察職員は，聴

聞を主宰するについて必要な法律その他の知識経験を有し， かつ，公正な判断をするこ と ができ

ると 認められる警部以上の階級にある警察官又はこれと 同等職以上の一般職員を指名するものと

する。

３( )  聴聞通知書の発出前の確認
聴聞通知書の発出に当たっ ては， あらかじめ，当該使用制限命令の基礎と なる放置違反金納付

命令の原因と なっ た違反について，違反行為をした運転者が反則告知又は交通切符による検挙（ 以

下「 反則告知等」 と いう 。 ） を受けていないかどう かを確認し，反則告知等を受けている場合に

は，聴聞通知書の発出並びに聴聞の期日及び場所の公示をしばら く 保留して， 放置違反金納付命

令が取り 消されるこ と と なるかどう かを見極めるものと する。

７ 処分決定

１( )  処分要件の再確認
処分を決定しよう と する場合は，交通部長の決裁を受けよう と する前に，当該処分の基礎と な

る放置違反金納付命令について，取消しが行われていないかを再度確認するこ と と し， 取消しが

行われていて処分要件を欠く こ と と なる場合は，当該処分に係る手続を打ち切るものと する。

なお，使用制限命令の決定後に，当該処分の基礎と なっ た放置違反金納付命令が法第 条51 の４

第 項16 の規定により 取り 消されるに至っ たと しても，使用制限命令の効力に影響はないものと さ

れている。

２( )  聴聞後使用の本拠の位置が他の都道府県から移転された場合の取扱い
聴聞後，処分決定前に，処分対象車両の使用の本拠の位置が広島県内に移転された場合は，処

分決定に先立ち， 改めて聴聞を行わなければならない。

８ 処分執行

１( )  処分執行要領
ア 使用制限書の作成

交通指導課長は，公安委員会が処分決定をした事案につき， 使用制限書を作成するものと す

る。

なお，使用制限書は命令をしたと きに交付するものと さ れており ， 使用制限命令自体は非要

式行為であるから ，使用制限書の受領を拒否されたと しても，口頭により 命令の内容を伝達す

れば命令の効力に影響はない。

イ 使用制限書及び標章の交付

交通指導課長は，対象車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署長に対して， 使用制限書及

び運転禁止標章を送付するものと する。

ウ 処分の執行

使用制限書及び運転禁止標章の送付を受けた警察署長は，速やかに当該処分に係る車両の使

用者（ 以下「 被処分者」 と いう 。 ） に対して使用制限書を交付すると と もに， 当該処分に係る

車両の前面の見やすい箇所に運転禁止標章をはり 付けるものと する。

エ 処分執行の報告

ア( )  警察署長は，使用制限の処分を執行したと きは， 車両使用制限処分執行報告書（ 規程別
記様式第４号） により 交通指導課長を経て公安委員会に報告するものと する。

イ( )  警察署長は，使用制限の処分を執行する前に，対象車両の使用の本拠の位置が他の警察
署の管轄区域内に変更された場合は，車両使用制限処分執行報告書にその旨を記載して交通

指導課長を経て公安委員会に報告するものと する。

オ 関係記録の保存

使用制限に係る事案の関係書類は，処分年月日順（ 処分決定をしたが，被処分者が所在不明

等のため処分未執行と なっ ている事案については，処分決定の順） に保存するこ と と する。

２( )  処分執行の留意事項
被処分者等が，処分執行への立会いを拒否し，又は使用制限書の受領を拒否する等の場合は，

極力，被処分者等を説得して処分執行を行う こ と と するが，被処分者等があく までも処分執行手
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続に応じない場合においては， 使用制限書を被処分者の自宅郵便受けに投かんする等社会通念上

被処分者の支配下に置かれたと 認められる状態にした上で，対象車両に運転禁止標章をはり 付け

るこ と によっ て， 処分執行を行う ものと する。 こ の場合においては， 特に，次の事項に留意して

処分執行を行う ものと する。

ア 対象車両が被処分者の自宅駐車場等車両の運行を制限しても違法・ 迷惑にならない場所に所

在している時に， 処分執行を行う こ と 。

イ 被処分者等に対し車両に運転禁止標章をはり 付ける旨を口頭で告げると と もに，使用制限期

間中に当該車両を運行し， 又は運転禁止標章を取り 除く と それぞれ罰則により 処罰の対象にな

るこ と も併せて告げるこ と 。

ウ 処分執行の状況については，確実に車両使用制限処分執行報告書に記録しておく こ と 。

９ 運転禁止標章の除去

警察署長は，運転禁止標章の除去申請が行われた場合には，提出された標章除去申請書及び添付

書類を審査し，申請者が申請に係る車両の使用について権原を有するものであり ， かつ，当該車両

を被処分者に使用させるこ と がないこ と を確認した場合に， 当該標章を除去するものと する。

処分10 についての警察庁への報告

交通指導課長は，処分が決定されたと き， 及び処分執行が行われたと きは， その旨及び処分の内

容を放置駐車違反管理システムにより ， 警察庁に報告するものと する。

処分11 の実効性確保のための措置及び命令違反事件の検挙

１( )  処分執行時の措置
処分執行の際には，運転禁止標章のはり 付け状況及び対象車両の走行距離計の走行距離数を写

真撮影等により 記録し，処分期間中及び処分期間終了時に，必要に応じて，運転禁止標章のはり

付け状況及び走行距離数に変化がないかどう かの確認ができるよう にするものと する。

２( )  命令違反事件の積極的な検挙
対象車両が処分期間中に運転されているのが現認された場合や処分執行時と 走行距離数に変化

が見られる場合等命令違反が疑われる場合は，現行犯逮捕等の措置も含め，積極的に捜査し，検

挙の措置を講じるものと する。

なお，命令違反の主体と なるのは被処分者である車両の使用者であるが，法第 条123 の規定によ

り ，当該使用者の代理人，使用人その他の従業者が当該使用者の業務に関して対象車両を運転し，

又は運転させた場合は，運転した者及び運転させた者も処罰の対象と なるこ と に留意しなければ

ならない。

３( )  処分期間終了時の運転禁止標章の取除きについて
処分執行時に対象車両にはり 付けた運転禁止標章は，処分期間終了時に，処分執行した警察署

長が，担当職員をして取り 除かせるこ と を原則と する。ただし，被処分者が十分に反省しており ，

処分期間終了後に被処分者自身に運転禁止標章を取り 除かせるこ と と しても， 当該被処分者が命

令を遵守すると 見込まれる場合においては， 当該被処分者自身に運転禁止標章を取り 除かせるこ

と と しても差し支えない。

処分期間終了前に運転禁止標章が破損等され，又は取り 除かれた場合は，法第 条第 項違反75 11
と して積極的に捜査し，検挙の措置を講じるものと する。

自動車運転代行業者12 への適用

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律（ 平成 年法律第 号13 57 ） 第 条第19 １項の規定によ

り 法第 条75 の２第２項を読み替えて適用する場合の自動車運転代行業者の車両（ 随伴用自動車を除

く 。 ） の使用制限の事務処理については，こ の要領中「 使用者」 と あるのは「 自動車運転代行業者」

と ， 「 使用の本拠」 と あるのは「 主たる営業所」 と 読み替えて適用するものと する。 ただし， 前３

の警察庁からの使用制限基準該当通報は，自動車運転代行業の主たる営業所ではなく ， あく まで車

両の使用の本拠を基に通報されるので，前４ による確認を誤り なく 行い，主たる営業所を基に事務

処理を行う ものと する。

別記様式

（ ５関係）



（ 表）

第 号

年 月 日

車両使用制限命令事案報告書

広島県公安委員会 様

印□広島県警察本部交通部交通指導課長

次の者は，道路交通法（ 昭和 年法律第 号35 105 ） 第 条75 の２第２項の規定に基づ

く 処分事案に該当すると認められるので報告する。

使用者の氏名（ 法人にあっ ては，

その名称及び代表者の氏名）

使 用 者 の 住 所

車 両 の 番 号 標 の 番 号

事 案 の 内 容

当該使用制限基準に該当

すること と なっ た放置違

反金納付命令・ 使用制限

歴の状況を記載

備考 用紙の大きさは，日本工業規格Ａ列４と する。



（ 裏）

処 理 結 果

使 用 制 限 該 当 該 当 通 報 年 月 日
等 通 報 年月 日 中 止通 報 年 月 日
放置違反金納付命令書・

使用制限命令書の確認

該当車両・ 使用
者等の現状確認

処 分 量 定 日間 免 除 年 月 日

照会書発出 年 月 日

運輸支局の意見 照 会 先

意見

聴 聞 の 主 宰 者 所属 階級等 氏名

確認日 年 月 日 取消事由の有無 有・ 無
放置違反金納付命令

告知等 年 月 日 反則金納付確認 有・ 無①取消事由の 確認
内 容

聴聞通知年月日 年 月 日（ 発出した日）

聴聞公示年月日 年 月 日（ 掲示した日）

代理人・ 参加人・
補佐人の出頭等

聴 聞 期 日 ・
場 所 変 更

文 書 閲 覧 請 求

聴 聞 期 日 年 月 日

聴 聞 出 席 者

陳述書及び証拠書
類等の提出・ 還付

聴聞続行・ 再開

聴 聞 調 書 等
閲 覧 請 求

確認日 年 月 日 取消事由の有無 有・ 無
放置違反金納付命令

告知等 年 月 日 反則金納付確認 有・ 無②取消事由の 確認
内 容

処分決定年月日 年 月 日

決 定 日 数 日間

処分執行年月日 年 月 日

年 月 日 から
運 転 禁 止 期 間

年 月 日 まで

処 分 執 行 者 所属 階級等 氏名

使 用 制 限 命
令 違 反 等

依頼日 年 月 日
処 分 執 行依 頼

依頼先

標 章 除 去申 請

備 考


